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令
和
元
年
九
月
十
日
、
伊
豆
國
一

の
宮 

三
嶋
大
社
で
開
催
し
た
「
令

和
元
年
度
一
の
宮
会
総
会
」
で
、
令

和
二
年
度
の
総
会
は
、
九
州
沖
縄
地

区
が
担
当
さ
れ
豊
前
國
一
の
宮 

宇

佐
神
宮
で
開
催
す
る
事
に
決
ま
り
ま

し
た
。

　

そ
の
総
会
の
四
ヶ
月
後
正
月
を
迎

え 

年
も
令
和
二
年
に
改
ま
り
ま
し

た
の
で
、
恒
例
に
よ
り
総
会
前
の
役

員
会 

並 

地
区
会
員
打
合
会
を
開
催

致
す
べ
く
地
区
役
員 

枚
聞
神
社 

谷

川
宮
司
・
筥
崎
宮 

田
村
宮
司
と
会

場
予
定
の
高
良
大
社 

竹
間
宮
司
と

打
合
せ
の
準
備
に
入
る
と
、
旧
臘 

中
国
に
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
瞬
く
間
に
国
境
を
越
え
て
国

内
に
拡
が
り
猛
威
を
振
る
い
、
人
々

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

危
機
に
直
面
し
ま
し
た
。
然
し
ウ
イ

ル
ス
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
、
ま
た
感

染
症
は
「
人
か
ら
人
に
う
つ
る
」
こ

と
か
ら
人
が
集
ま
る
事
と
処
が
警
戒

さ
れ
、
そ
の
感
染
拡
大
防
止
の
為
に

も
、
国
民
の
一
人
ひ
と
り
に
密
集
・

密
接
・
密
閉
を
避
け
る
事
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
本
会
が
予
定

し
て
い
た
三
月
十
七
日
の
役
員
会
並

地
区
打
合
会
は
已
む
無
く
中
止
と
な

り
、
そ
の
後
の
世
情
を
見
守
っ
て
い

ま
し
た
。

　

然
し
感
染
症
は
止
ま
る
事
な
く
全

国
的
に
蔓
延
し
、
遂
に
政
府
か
ら
緊

急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
終
息
の
目

処
が
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
本
会
も

九
月
に
九
州
沖
縄
地
区
で
予
定
し
て

い
た
「
令
和
二
年
度
の
総
会
」
は
余

儀
な
く
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
度
の
各
種
総
会
承
認
議

案
に
つ
い
て
は
当
初
総
会
開
催
予
定

で
あ
っ
た
九
月
に
支
部
長
、
副
支
部

長
を
通
じ
て
会
員
各
社
へ
議
案
送
付

し
書
面
で
の
議
決
を
お
願
い
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　

議
案
は
第
一
号
「
令
和
元
年
度
会

務
報
告
」・
第
二
号
「
令
和
元
年
度

決
算
」（
監
査
報
告
）・
第
三
号
「
令

和
二
年
度
事
業
計
画
（
案
）」、
第
四

号
「
令
和
二
年
度
予
算
（
案
）」・
第

五
号
「
総
会
・
役
員
会
開
催
の
件

（
案
）」
が
提
出
さ
れ
、
九
月
末
日
の

集
計
を
以
て
各
議
案
は
原
案
通
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
の
で
茲
に
ご
報
告
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
会
員
神
社
皆

様
に
は
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
誠

に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
第
五

号
議
案
に
つ
い
て
、
当
会
の
総
会
は

慣
例
と
し
て
毎
年
七
月
～
九
月
の
間

に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
開
催
神
社
は

全
国
を
七
地
区
に
分
け
東
日
本
と
西

日
本
を
東
西
交
互
に
当
番
神
社
を
選

し
、
各
地
の
様
子
を
視
察
研
修
す
る

よ
う
に
し
て
お
り
、
本
来
で
あ
れ
ば

次
年
度
総
会
は
、
本
年 

西
日
本
九

州
沖
縄
地

区
に
ご
担

当
頂
く
べ

き
と
こ
ろ

で
は
あ
り

ま
す
が
、

来
る
令
和

三
年
は
東

日
本
大
震

災
よ
り
満

十
年
を
迎

え
ま
す
の
で
、東
北
地
区
で
開
催
し
、

復
興
状
況
を
視
察
し
、
お
祝
い
と
お

喜
び
を
し
た
い
と
い
う
声
が
上
が
っ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
陸
奥
國
一
之

宮　

鹽
竈
神
社
に
て
開
催
す
る
運
び

で
承
認
と
な
り
ま
し
た
。
事
前
打
ち

合
わ
せ
と
な
り
ま
す
「
令
和
二
年
度

後
期
役
員
会
並
地
区
会
員
打
合
会
」

も
同
じ
く
北
海
道
東
北
地
区
の
会
員

神
社
で
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す

の
で
ご
承
知
置
き
下
さ
い
。

　

ま
た
今
年
度
予
定
し
て
お
り
ま
し

た
九
州
沖
縄
地
区
で
の
総
会
開
催
に

つ
い
て
は
、
来
る
令
和
四
年
が
時
恰

も
沖
縄
県
本
土
復
帰
五
十
周
年
に
な

り
ま
す
こ
と
か
ら
、
琉
球
國
一
の
宮 

波
上
宮
で
開
催
し
て
は
と
役
員
に
諮

り
賛
同
頂
き
ま
し
た
の
で
、
改
め
て

会
員
皆
様
に
ご
審
議
頂
き
ご
承
認
頂

い
た
と
い
う
運
び
で
あ
り
ま
す
。尚
、

「
令
和
三
年
後
期
役
員
会
」
は
今
回

お
世
話
に
な
る
予
定
で
し
た
高
良
大

社
に
て
開
催
の
運
び
で
す
の
で
、
此

方
も
ご
承
知
方
願
い
上
げ
ま
す
。

　

各
総
会
は
地
区
会
員
神
社
皆
様
と

企
画
を
行
い
、
是
非
と
も
多
く
の
会

員
皆
様
に
ご
参
集
頂
き
賑
々
し
く
開

催
致
し
た
く
、
ご
予
定
の
程
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

【
令
和
二
年
度 

一
の
宮
会
総
会
】

陸奥國一の宮　鹽竈神社
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行
わ
れ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ

ま
す
。

　

平
安
時
代
に
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ

る
「
一
の
宮
」
制
と
す
れ
ば
、
当
神

宮
は
当
然
該
当
は
し
な
い
の
で
す

が
、
二
代
前
の
中
野
尹
亮
宮
司
さ
ん

の
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、「
こ
ん

な
に
広
い
北
の
大
地
に
一
の
宮
が
な

い
の
は
仲
間
外
れ
に
し
た
み
た
い

で
、
今
は
平
安
時
代
の
、
国
司
が

自
国
の
巡
拝
を
す
る
順
序
で
も
な

く
、
親
睦
を
も
っ
て
連
携
し
て
神
社

界
、
一
般
社
会
へ
の
貢
献
が
で
き
れ

ば
」
と
お
考
え
に
な
り
、
神
社
界
や

神
職
界
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
大

き
な
力
に
な
る
と
考
え
た
経
緯
が
あ

り
ま
す
。
現
実
に
こ
の
六
～
七
月
で

し
た
か
、
大
雨
に
よ
り
、
社
殿
・
社

務
所
な
ど
も
床
上
浸
水
で
備
品
類
・

狩
衣
・
袴
な
ど
の
装
束
な
ど
全
て
流

さ
れ
て
困
っ
て
い
る
話
も
あ
っ
て
、

正
服
・
齋
服
・
狩
衣
・
浄
衣
な
ど
支

部
を
通
し
て
お
送
り
す
る
活
動
も
行

い
、
い
ろ
ん
な
繋
が
り
も
大
事
に
す

る
こ
と
を
若
い
職
員
に
も
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

歴
史
上
で
は
例
え
ば
、
相
模
国
一

の
宮
寒
川
神
社
と
い
う
言
い
方
で
す

が
、
北
海
道
の
場
合
、
蝦
夷
国
一
の

宮
札
幌
神
社
（
現　

北
海
道
神
宮
）

と
称
さ
れ
て
お
り
、
時
代
的
に
は
該

当
し
な
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
し
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
神

社
界
の
皆
様
は
大
変
心
が
広
く
、
仲

間
に
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま

で
と
言
う
こ
と
で
、
全
国
を
包
括
さ

れ
、
参
拝
さ
れ
る
方
々
が
喜
ん
で
茶

店
で
ひ
と
休
み
さ
れ
て
お
帰
り
に
な

ら
れ
る
風
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る

と
、
こ
れ
で
良
か
っ
た
の
だ
と
納
得

も
し
、
全
国
の
一
の
宮
と
し
て
崇
敬

者
に
対
し
て
の
責
任
を
ひ
と
つ
果
た

せ
た
も
の
と
も
思
い
ま
す
。
当
宮
に

つ
い
て
申
し
上
げ
る
に
は
、
も
う
ひ

と
つ
御
鎮
座
当
時
に
は
露
国
の
南
下

政
策
に
対
す
る
防
衛
上
の
問
題
も

あ
っ
て
、
社
殿
は
北
向
き
で
あ
る
の

で
、
北
門
を
鎮
護
す
る
為
の
神
社
と

も
称
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
私

的
に
は
「
北
門
の
一
の
宮
」
と
も
捉

え
て
お
り
、
毎
朝
の
日
供
詞
に
も
北

方
領
土
の
早
期
返
還
が
奏
上
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

�

（
北
海
道
神
宮　

宮
司
）

が
た
く
日
本
の
国
は
素
晴
ら
し
い
国

で
、
神
話
の
世
界
に
通
じ
る
こ
の
国

へ
生
を
う
け
た
こ
と
に
有
難
さ
と
感

謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま

す
。
終
戦
直
後
の
事
で
も
あ
っ
て
、

神
社
の
予
算
も
た
て
ら
れ
な
い
状
況

の
中
で
、
当
時
の
神
職
さ
ん
た
ち
は

境
内
の
一
部
を
借
り
て
、
ジ
ャ
ガ

芋
・
大
根
・
人
参
・
ゴ
ボ
ウ
な
ど
の

野
菜
な
ど
を
つ
く
り
子
供
た
ち
を
育

て
て
く
れ
ま
し
た
。
当
時
の
私
の
両

親
の
味
わ
っ
た
体
験
か
ら
す
れ
ば
、

私
は
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
両
親
の
十

分
の
一
に
も
達
し
な
い
体
験
と
苦
労

ら
し
い
苦
労
も
な
く
、
有
難
く
も
申

し
訳
の
な
い
人
生
を
送
っ
て
お
り
、

今
で
も
慚
愧
に
耐
え
な
い
気
持
ち
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
当
北
海
道
神
宮
は
ご
存
じ

の
方
も
多
く
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
、

昭
和
三
十
九
年
十
月
五
日
明
治
天
皇

を
御
増
祀
申
し
上
げ
て
、
札
幌
神
社

か
ら
北
海
道
神
宮
へ
御
改
称
さ
れ
ま

し
た
。

　

御
鎮
齋
は
明
治
二
年
九
月
一
日
、

東
京
宝
田
町
（
今
の
皇
居
外
苑
）
で

行
わ
れ
ま
し
た
神
祇
官
に
よ
り
ま
す

北
海
道
鎮
座
神
祭
を
官
制
に
よ
っ
て

　

今
の
こ
の
時
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
か
ら
文
章
に
入
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ほ
ど
長
引
い
て
い
て
一
向

に
終
熄
す
る
気
配
も
な
く
、
第
二
波

第
三
・
第
四
波
も
の
恐
さ
を
も
感
じ

さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

全
国
の
一
の
宮
を
は
じ
め
と
し
て

約
八
万
神
社
へ
は
神
職
の
居
な
い
お

社
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
神
職

は
勿
論
の
こ
と
、
在
職
し
な
い
神
社

に
あ
っ
て
も
氏
子
さ
ん
が
、
或
は
崇

敬
の
方
々
が
お
詣
り
さ
れ
て
、
こ
の

悪
疫
の
一
日
も
早
い
撲
滅
退
散
を

願
っ
て
祈
り
を
つ
づ
け
て
い
ら
れ
る

こ
と
を
心
強
く
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
こ
の
日
本
の
国
は
ど
の

様
な
処
に
も
神
様
が
お
い
で
に
な
ら

れ
、
常
に
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ

さ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
大
変
あ
り

北
門
の
一
の
宮
　
北
海
道
神
宮

副
会
長
　
吉
田
源
彦
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は
じ
め
に

　
『
日
本
国
一
の
宮
』
創
刊
号
に
掲

載
い
た
だ
い
た
拙
稿
で
は
、「
国
主
」

と
の
関
係
か
ら
一
の
宮
の
意
味
を
考

察
し
て
み
た
。
今
回
は
視
点
を
変

え
、
一
の
宮
へ
の
和
歌
奉
納
の
変
遷

か
ら
、
一
の
宮
が
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
ら
れ
、
崇
敬
さ
れ
て
き
た
か
を

考
察
し
て
み
た
い
。

　

１　
『
万
葉
集
』
の
和
歌
奉
納

　

和
歌
（
短
歌
・
長
歌
・
旋
頭
歌
な

ど
）を
神
に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
そ
の
歴
史
の
始
ま
り
に
遡

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
神

に
捧
げ
る
歌
謡
が
文
学
と
し
て
独
立

し
て
和
歌
が
誕
生
し
た
と
考
え
て
も

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
歌

謡
・
和
歌
と
神
祀
り
の
始
ま
り
の
姿

は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神

話
、
た
と
え
ば
須
佐
之
男
命
の
「
妻

籠
み
」
の
神
話
な
ど
に
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

一
方
、最
古
の
和
歌
集
で
あ
る『
万

葉
集
』
に
は
、
神
（
神
社
）
に
捧
げ

た
と
思
わ
れ
る
和
歌
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
代
表
が
「
気け

太た

の
神か
む

宮み
や

に
赴
き
参
り
、
海
辺
を
行
く
時
に
作

る
歌
一
首
」
と
い
う
詞
書
き
を
も
つ

大
伴
家
持
の
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。

　

志し

雄を

道ぢ

か
ら
直た
だ

越
え
来
れ
ば
羽
咋

の
海　

朝
な
ぎ
し
た
り
舟ふ

な

楫か
ぢ

も
が
も

　

一
見
、
美
し
い
景
色
を
詠
ん
だ
叙

景
歌
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
氣
多
大

社
が
面
す
る
海
の
美
し
さ
を
褒
め
称

え
る
こ
と
で
氣
多
大
社（
の
御
祭
神
）

を
顕
彰
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
、
そ
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
か
と

い
う
と
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
時
の
家

持
は
越
中
国
の
国
守（
国
司
の
長
官
）

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

第
３
節
で
く
わ
し
く
述
べ
る
が
、

国
守
に
と
っ
て
赴
任
先
の
神
を
祀
る

こ
と
は
最
重
要
の
任
務
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
家
持
が
国
守
に
任
じ
ら
れ

た
当
時
、
能
登
は
越
中
国
に
属
し
て

い
た
の
で
、
国
を
代
表
す
る
神
社

（
神
）
を
讃
え
る
歌
を
奉
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
視
点
か
ら
家
持
の
歌
を
点
検

し
て
み
る
と
、
同
様
の
意
図
を
も
っ

て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
歌
が
ほ
か
に
も
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

立
山
に
降
り
置
け
る
雪
を
常
夏
に　

見
れ
ど
も
飽
か
ず
神
か
ら
な
ら
し

　

弥い
や

彦ひ
こ

お
の
れ
神か
む

さ
び
青あ
を

雲く
も

の

た
な
び
く
日
す
ら
小
雨
そ
ぼ
降
る

　

弥
彦
神
の
麓
に
今
日
ら
も
か

鹿
の
伏
す
ら
む
裘

か
は
ご
ろ
も着
て
角
つ
き
な
が
ら

　

い
ず
れ
も
表
面
上
は
山
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
深
意
は
山
に

鎮
座
す
る
神
を
讃
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に

注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
の
氣
多
大
社

に
し
ろ
、
立
山
・
弥
彦
の
神
を
祀
る

雄
山
神
社
・
彌
彦
神
社
に
し
ろ
、
の

ち
に
一
の
宮
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ

（
能
登
分
立
後
の
越
中
国
の
一
の
宮

に
つ
い
て
は
、
髙
瀬
神
社
・
射
水
神

社
・
氣
多
神
社
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
雄
山
神
社
が
一
の
宮
に

ふ
さ
わ
し
い
神
社
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
）。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
そ
の
地
域
を
代
表

（
日
本
宗
教
史
研
究
家
）

渋谷申博先生

一
の
宮
と
和
歌
奉
納
―
―

　
　
　
　
　

能
因
の
雨
請
い
を
中
心
と
し
て
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す
る
よ
う
な
神
（
神
社
）
に
対
し
て

歌
を
奉
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
を
納

め
る
上
で
重
要
か
つ
必
要
な
こ
と
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、『
日
本
書

紀
』
巻
第
五
・
崇
神
天
皇
八
年
十
二

月
二
十
日
の
条
の
大お

お

神み
わ

（
大
物
主
大

神
）
祭
祀
を
述
べ
た
有
名
な
一
節
で

あ
る
。
少
々
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

「
冬
十
二
月
の
丙
申
の
朔
乙
卯
に
、

天
皇
、
大
田
田
根
子
を
以
て
、

大お
ほ
み
わ
の
か
み
神
を
祭
い
は
ひ
ま
つ

ら
し
む
。是
の
日
に
、

活い
く

日ひ

自
ら
神み

酒わ

を
挙さ
さ

げ
て
、
天
皇
に

献た
て
ま
つ

る
。仍よ

り
て
歌
う
た
よ
み

し
て
曰
は
く
、

　

此
の
神み

酒き

は　

我
が
神
酒
な
ら
ず

倭や
ま
と

成な

す　

大
物
主
の　

醸か

み
し
神
酒

幾
久　

幾
久

如か

此く

歌
う
た
よ
み

し
て
、
神か
み
の
み
や宮
に
宴
と
よ
の
あ
か
りす
。
即

ち
宴
竟を

は

り
て
、
諸ま
へ
つ
き
み
た
ち

大
夫
等
歌
し
て
曰

は
く
、

　

味う
ま

酒さ
け　

三
輪
の
殿と
の

の　

朝あ
さ

門と

に
も

出
で
て
行
か
な　

三
輪
の
殿と

の

門と

を

茲こ
こ

に
、
天
皇
歌
し
て
曰の
た
まは
く
、

　

味
酒　

三
輪
の
殿
の　

朝
門
に
も　

押
し
開び
ら

か
ね　

三
輪
の
殿
門
を

即
ち
神
宮
の
門み

か
どを
開
き
て
、幸い
で
ま行
す
」

　

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
天
皇
が
三
輪
山

（
大
神
神
社
）
ま
で
重
臣
と
と
も
に

行
幸
し
て
宴
を
行
な
い
、
歌
を
奉
っ

た
の
は
、
大
物
主
大
神
が
祟
り
な
す

恐
ろ
し
い
神
だ
か
ら
で
は
な
く
、「
倭

成
す
」
神
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。

　

三
輪
山
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
は

『
万
葉
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
味
酒　

三
輪
の
山　

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
山
の　

山
の
際ま

に　

い
隠
る

ま
で　

道
の
隈く

ま　

い
積
も
る
ま
で
に　

つ
ば
ら
に
も　

見
つ
つ
行
か
む
を　

し
ば
し
ば
も　

見み

放さ

け
む
山
を　

心

な
く　

雲
の　

隠
さ
ふ
べ
し
や

　

反
歌

三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も

心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や
」

　

こ
の
歌
の
詞
書
き
と
左
注
か
ら
す

る
と
、
こ
の
歌
は
天
智
天
皇
が
都
を

近
江
に
移
し
た
時
の
も
の
で
、
額
田

王
が
天
皇
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
大
津
透
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
大
和
か
ら
近
江
へ
下
る
と
き
、
奈

良
と
京
都
府
県
境
の
奈
良
坂
か
歌
姫

越
で
乃な

楽ら

山
を
越
え
る
が
、
峠
で
三

輪
山
が
見
え
な
く
な
る
と
き
に
、
三

輪
山
を
祭
る
行
事
が
あ
り
、
そ
の
と

き
に
詠
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
飛
鳥
を

中
心
に
生
活
し
て
い
た
万
葉
人
に

と
っ
て
『
味
酒　

三
輪
の
山
』
は
、

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
自
分

た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
守
護
神
・

地
主
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

（『
天
皇
の
歴
史
１ 

神
話
か
ら
歴
史
へ
』）

　

こ
こ
で
も
三
輪
山
（
の
神
）
が
大

和
国
を
代
表
す
る
神
、
大
和
国
を
治

め
る
神
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
天
平
勝

宝
三
年
（
七
五
一
）
に
藤
原
仲
麻
呂

邸
で
開
か
れ
た
遣
唐
使
・
藤
原
清
河

の
餞
別
の
宴
で
多た

治じ

比ひ
の

土は
に

作つ
く
り

が
詠

ん
だ
「
住
吉
に
斎い

つ

く
祝は
ふ
り
が
神か
む

言ご
と

と　

行
く
と
も
来く

と
も
船
は
早
け
む
」
と

い
う
歌
も
、
住
吉
大
社
に
い
ま
す
神

を
誉
め
称
え
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
う
し
た
歌
を
詠
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
住
吉
大
神
が
清
河
の
唐
へ

の
航
海
を
守
護
し
て
く
れ
る
と
信
じ

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
『
万
葉
集
』
編

纂
時
に
は
一
の
宮
制
度
は
未
成
立
で

あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
呼
称
も
用
い

ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
こ
に
挙
げ
た
歌
の
作
者
た
ち
は
、

氣
多
大
社
や
雄
山
神
社
、彌
彦
神
社
、

大
神
神
社
、
住
吉
大
社
な
ど
が
そ
の

国
を
代
表
す
る
神
社
だ
と
い
う
意
識 大和國三輪山麓　額田王万葉歌碑

皇學館大学　千田　憲　名誉教授　揮毫
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は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
共
通
認
識
が
や
が
て
一
の

宮
制
度
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

２　

和
歌
陀
羅
尼
観
と
雨
請
い

　

神
社
へ
の
和
歌
奉
納
は
平
安
時
代

以
降
も
続
い
た
。
し
か
し
、
仏
教
の

伝
来
、と
く
に
密
教
の
普
及
に
よ
り
、

そ
の
性
質
は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
た
ん
に
神
を
讃
え

る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
願
望
の

成
就
の
た
め
に
和
歌
を
奉
納
す
る
こ

と
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
和
歌

陀だ

羅ら

尼に

観
で
あ
る
。

　

密
教
の
特
徴
の
一
つ
に
、
大
日
如

来
や
不
動
明
王
と
い
っ
た
強
力
な
仏

に
直
接
働
き
か
け
魔
障
を
払
い
願
望

を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
呪
文
、
真

言
・
陀
羅
尼
を
説
く
こ
と
が
あ
る
。

密
教
伝
来
以
降
、
こ
の
信
仰
は
大
い

に
流
行
し
、
本
来
は
密
教
を
用
い
な

い
宗
派
で
も
儀
礼
に
真
言
・
陀
羅
尼

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
風
潮
に
対
し
、
伝
統
的

な
信
仰
の
中
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
和
歌
陀
羅
尼
観
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
真
言
・
陀
羅

尼
と
日
本
の
和
歌
は
本
質
的
に
同
じ

も
の
だ
と
す
る
考
え
方
で
、
イ
ン
ド

で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
用
い
ら

れ
て
い
た
の
で
真
言
・
陀
羅
尼
と
い

う
形
に
な
っ
た
が
、
日
本
で
は
和
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
和
歌
の
形

で
発
現
す
る
の
だ
と
説
か
れ
た
。

　

真
言
・
陀
羅
尼
は
経
典
に
記
さ
れ

た
呪
文
で
あ
り
、
い
わ
ば
既
製
品
な

の
で
、
創
作
で
あ
る
和
歌
と
は
本
質

的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
和
歌
陀
羅
尼
観
は
神
道
家

や
修
験
者
な
ど
広
く
普
及
し
た
。

　

こ
の
和
歌
陀
羅
尼
観
に
基
づ
く
有

名
な
説
話
が
小
野
小
町
の
雨
請
い
譚

で
あ
る
。
こ
の
話
は
小
野
小
町
が
勅

命
に
よ
っ
て
神
泉
苑
で
雨
請
い
を
し

た
と
い
う
も
の
で
、「
こ
と
は
り
や

日
の
も
と
な
れ
ば
照て

り
も
せ
め　

さ

り
と
て
は
ま
た
天あ
め

が
下
と
は
」
も
し

く
は
「
ち
は
や
ぶ
る
神
も
み
ま
さ
ば

立
ち
さ
ば
き　

天
の
戸
川
の
樋
口
あ

け
た
ま
へ
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
と

こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
天
が
降
っ
て
き
た

と
い
う
も
の
で
、
謡
曲
の
題
材
と
も

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
話
は
明
ら
か
に
有
名
な
空
海

の
神
泉
苑
で
の
雨
請
い
の
伝
承
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
。
空
海
が
真
言
・

陀
羅
尼
を
唱
え
て
雨
を
降
ら
せ
た
の

で
あ
れ
ば
、
小
野
小
町
は
和
歌
で
雨

を
降
ら
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
和
歌
陀
羅
尼
観

を
説
話
の
形
で
説
明
し
た
も
の
と
も

い
え
る
。

　

し
か
し
、
和
歌
で
雨
を
降
ら
せ
た

の
は
小
野
小
町
だ
け
で
は
な
い
。『
小

倉
百
人
一
首
』
の
歌
人
と
し
て
知
ら

れ
る
能
因
に
も
同
様
の
伝
承
が
あ

る
。

　

伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
大
治

二
年（
一
一
二
七
）に
完
成
し
た『
金

葉
和
歌
集
』
で
あ
る
。
そ
の
詞
書
き

に
は
こ
う
あ
る
。

「
範
国
朝
臣
に
具
し
て
伊
予
国
に
ま

か
り
た
り
け
る
に
、
正
月
よ
り
三
四

月
ま
で
い
か
に
も
雨
の
降
ら
ざ
り
け

れ
ば
、苗
代
も
え
せ
で
騒
ぎ
け
れ
ば
、

よ
ろ
づ
に
祈
り
け
れ
ど
叶
は
で
堪
え

が
た
か
り
け
れ
ば
、
守か

み

、
能
因
を
歌

よ
み
て
一
宮
に
参
ら
せ
て
祈
れ
、
と

申
け
れ
ば
参
り
て
よ
め
る
」

　

命
じ
た
の
が
朝
廷
で
は
な
く
国
守

と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
は
小
野
小
町
と
ほ
ぼ
同

じ
だ
。「
よ
ろ
づ
に
祈
り
け
れ
ど
も
」

と
あ
る
の
で
、
神
職
や
僧
、
陰
陽
師

な
ど
に
よ
る
祈
祷
が
こ
と
ご
と
く
失

敗
し
た
挙
げ
句
の
最
終
手
段
と
し
て

能
因
が
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
こ
こ
で
「
一
宮
」
と
書
か

れ
て
い
る
の
は
伊
予
国
一
の
宮
の
大

山
祇
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
能
因
が
詠
ん
だ
歌
が
、

　

天
の
川
苗
代
水
に
せ
き
く
だ
せ　

あ
ま
下
り
ま
す
神
な
ら
ば
神

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
左
注
を
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つ
け
て
、「
神
感
あ
り
て
大
雨
降
り

て
、
三
日
三
夜
を
や
ま
ざ
る
よ
し
家

の
集
に
見
え
た
り
」と
述
べ
て
い
る
。

　

実
は
こ
の
文
は
、
大
山
祇
神
社
を

「
一
宮
」
と
呼
ん
で
い
る
現
存
最
古

の
資
料
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
文
献
の
古
さ
以
上
に
、
国
守
が

一
の
宮
で
歌
を
詠
む
こ
と
を
命
じ
て

い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
雨
請
い
を

す
る
の
は
ど
こ
の
神
社
で
も
い
い
わ

け
で
は
な
く
、
一
の
宮
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら

だ
。
つ
ま
り
、
国
が
危
急
の
際
に
国

守
が
祈
る
べ
き
神
社
は
一
の
宮
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
赤
染
衛
門
が
尾
張
国

一
の
宮
の
真
清
田
神
社
に
歌
を
奉
納

し
た
事
例
、
あ
る
い
は
因
幡
国
の
国

人
が
国
守
に
因
幡
国
一
の
宮
の
宇
倍

神
社
へ
の
参
詣
を
求
め
た
事
例
か
ら

も
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
話
は
次

項
に
譲
り
、
雨
請
い
の
こ
と
に
つ
い

て
も
う
少
し
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

祈
雨
の
た
め
の
和
歌
奉
納
の
例
と

し
て
は
、
時
代
は
下
が
る
が
津
守
国

冬
が
住
吉
大
社
に
『
祈
雨
百
首
』
を

奉
納
し
た
例
が
あ
る
（
十
四
世
紀
初

頭
）。
神
社
に
百
首
の
和
歌
を
奉
納

す
る
「
百
首
奉
納
」
は
題
材
の
取
り

方
に
決
ま
り
が
あ
る
の
だ
が
、
国
冬

は
そ
の
一
部
を
変
え
て
す
べ
て
雨
に

か
か
わ
る
も
の
と
し
て
歌
を
詠
み
、

奉
納
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
冬
は

も
と
も
と
住
吉
大
社
の
神
主
で
あ
っ

た
の
で
、
一
の
宮
で
あ
る
か
ら
住
吉

大
社
に
奉
納
し
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　

近
代
の
例
で
は
百も

も

井い

塘と
う

雨う

の

『
笈き
ゆ
う

埃あ
い

随
筆
』（
十
八
世
紀
後
半
）に
、

俳
人
の
宝
井
其
角
が
江
戸
向
島
の
三み

囲め
ぐ
り

神
社
で
「
雨
乞
や
田
を
見
め
ぐ

り
の
神
な
ら
ば
」
と
詠
ん
で
雨
を
降

ら
せ
た
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
句

が
能
因
の
和
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、結
句
の
「
神
な
ら
ば
」

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
余
談
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時

代
中
期
の
紀
行
文
『
東
関
紀
行
』
で

は
、
伊
豆
国
一
の
宮
で
あ
る
三
嶋
大

社
の
条
で
「
此
の
社
は
、
伊
予
の

国
、
三
島
大
明
神
（
大
山
祇
神
社
の

こ
と
）
を
う
つ
し
奉
る
と
聞
く
」
と

述
べ
た
（
当
時
は
そ
う
信
じ
ら
れ
て

い
た
）
の
ち
、
能
因
の
雨
請
い
の
逸

話
を
記
し
、
自
ら
も
「
せ
き
か
け
し

苗
代
水
の
流
れ
き
て　

又
あ
ま
く
だ

る
神
ぞ
こ
の
神
」
と
詠
ん
で
い
る
。

　

３　

国
の
内
紛
を
収
め
る
一
の
宮

　

次
に
挙
げ
る
和
歌
は
平
安
中
期
の

女
流
歌
人
・
赤
染
衛
門
の
作
で
あ
る
。

赤
染
衛
門
は
や
は
り
歌
人
の
大
江
匡

衡
の
妻
で
、
こ
の
歌
は
匡
衡
が
国
守

と
し
て
尾
張
国
に
赴
い
た
時
の
出
来

事
を
題
材
と
し
て
い
る
。
能
因
の
和

歌
と
同
様
、
こ
の
歌
も
一
の
宮
制
度

の
成
立
を
知
る
上
で
重
要
な
文
献
と

な
っ
て
い
る
。

「
其そ

の
こ
ろ比
、
国
人
腹
立
つ
こ
と
あ
り
て
、

『
田
も
作
ら
じ
、
種
取
り
あ
げ
干
し

て
ん
』
と
言
ふ
と
聞
き
て
、
ま
た
、

真
清
田
の
御み

社や
し
ろ

と
い
ふ
所
に
詣
で

た
り
し
に
、
神
に
申
さ
せ
し
、

　

賤し
ず

の
男
の
種
干
す
と
い
ふ
春
の
田
を

つ
く
り
ま
す
だ
の
神
に
ま
か
せ
ん

か
く
て
の
ち
、
田
み
な
作
り
て
き
と
ぞ
」

　

在
地
領
主
で
あ
る
国
人
た
ち
が
不

満
を
抱
い
て
耕
作
放
棄
を
し
て
い

た
、
と
赤
染
衛
門
は
言
う
。
そ
こ
で

赤
染
衛
門
が
尾
張
国
一
の
宮
の
真
清

田
神
社
を
詣
で
「
賤
の
男
の
…
…
」

の
歌
を
奉
納
し
た
と
こ
ろ
、
国
人
ら

は
満
足
し
て
耕
作
を
始
め
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

国
人
が
不
満
を
抱
い
た
理
由
に
つ

い
て
赤
染
衛
門
は
述
べ
て
い
な
い
の

伊予國一の宮　大山祇神社　雨乞の楠
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で
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
事
件
の

展
開
や
次
に
述
べ
る
宇
倍
神
社
の
事

例
か
ら
考
え
る
と
、
匡
衡
の
一
の
宮

に
対
す
る
祭
祀
の
懈
怠
が
原
因
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

他
の
史
料
な
ど
か
ら
、
こ
の
出
来

事
は
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
匡
衡
は
こ
の
年

と
前
年
に
熱
田
神
宮
で
臨
時
祭
を
行

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
国
人
た
ち

は
一
の
宮
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ

と
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
一
の
宮
を
篤
く
祀
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、

赤
染
衛
門
を
伴
っ
た
参
拝
で
そ
れ
が

実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
め
て
耕
作
を
始
め

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
人
た
ち
が
国
守
の
一
の
宮
祭
祀

を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
藤
原

宗
忠
の
日
記
『
中
右
記
』
元
永
二
年

（
一
一
一
九
）
三
月
六
日
条
に
記
さ

れ
た
因
幡
国
の
事
例
か
ら
も
知
ら
れ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
宗
忠
の
息
子
の

宗
成
は
因
幡
守
と
な
り
な
が
ら
も
九

年
に
わ
た
っ
て
任
地
に
赴
い
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
神
の
祟
り
を

恐
れ
た
国
人
が
訴
え
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
、
宗
成
は
急
遽
因
幡
国
に
赴

い
て
一
の
宮
の
宇
倍
神
社
を
参
拝
し

臨
時
祭
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

宗
成
は
一
の
宮
の
祭
祀
を
ま
っ
た

く
放
棄
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
国
守
任
命
時
に
行
な
う
べ
き

初
任
神
拝
は
目
代
を
派
遣
し
て
行

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
国
人
ら
は

あ
く
ま
で
も
国
守
自
身
が
参
詣
す
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

　

こ
の
事
例
と
比
較
し
て
尾
張
国
の

一
件
が
興
味
深
い
の
は
、
赤
染
衛
門

の
和
歌
奉
納
が
そ
の
解
決
策
と
な
っ

た
こ
と
だ
。
赤
染
衛
門
の
歌
集
の
文

な
の
で
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、
歌
人
と
し
て
名
高
い
赤

染
衛
門
に
倭
姫
命
や
神
功
皇
后
の
よ

う
な
神
祀
り
の
霊
力
を
期
待
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
国
守
が
一
の
宮
に
奉
納

し
た
例
と
し
て
は
、
藤
原
通
宗
が
能

登
国
に
赴
任
し
た
際
の
延
久
四
年

（
一
〇
七
二
）
に
、
氣
多
大
社
社
頭

で
通
宗
の
主
催
で
行
な
わ
れ
た
歌
合

（『
気
多
宮
歌
合
』）
が
あ
る
。

　

国
守
の
例
で
は
な
い
が
、
平
治
の

乱
の
勃
発
を
知
っ
た
平
清
盛
が
熊
野

か
ら
と
っ
て
返
し
、
都
に
向
か
う
途

上
で
和
泉
国
一
の
宮
の
大
鳥
大
社
に

参
拝
し
、「
蚕
ぞ
よ
か
へ
り
は
て
な

ば
飛
び
か
か
り　

は
ぐ
く
み
立
て
よ

大
と
り
の
か
み
」
と
い
う
歌
を
奉
っ

て
冥
助
を
祈
っ
た
と
い
う
『
平
治
物

語
』
が
伝
え
る
逸
話
も
、
清
盛
が
国

人
層
を
味
方
に
つ
け
て
い
っ
た
こ
と

を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

４　

中
近
世
文
人
の
和
歌（
俳
句
）

奉
納

　

長
門
国
一
の
宮
で
あ
る
住
吉
神
社

に
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
和

歌
短
冊
（「
住
吉
神
社
法
楽
百
首
和

歌
短
冊
」）
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
大

内
政
弘
の
推
薦
に
よ
り
『
新
撰
菟つ

玖く

波ば

集し
ゆ
う

』
の
撰
者
と
な
っ
た
宗
祇
が
、

無
事
完
成
を
感
謝
し
て
明
応
四
年

（
一
四
九
五
）
に
奉
納
し
た
も
の
で
、

土
御
門
天
皇
を
は
じ
め
と
し
た
当
時

一
流
の
歌
人
た
ち
三
十
人
の
短
冊
か

ら
成
っ
て
い
る
。

　

一
の
宮
制
度
は
国
司
の
国
内
経
営

と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
機
能
は
武

家
政
権
の
成
立
以
降
、
急
速
に
失
わ

和泉國一の宮　大鳥大社
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れ
て
い
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら

国
守
の
和
歌
奉
納
も
行
な
わ
れ
な
く

な
る
の
だ
が
、文
人
に
よ
る
和
歌（
俳

句
・
狂
歌
）
奉
納
は
そ
の
後
も
続
い

た
。

　

宗
祇
に
先
立
つ
例
と
し
て
は
西
行

が
「
志
す
こ
と
あ
り
て
、
あ
き
の
一

宮
へ
詣
で
け
る
」（『
山
家
集
』）
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
嚴
島
神
社
で

は
「
諸も

ろ

と
も
に
旅
な
る
空
に
月
も
出

で　

て
す
め
や
か
げ
の
哀
な
る
ら

む
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、

正
式
に
奉
納
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。

　

興
味
深
い
の
が
松
尾
芭
蕉
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
奥
の
細
道
の
旅
」

で
は
、
曽
良
の
同
行
日
記
に
よ
れ
ば

鹽
竈
神
社
・
彌
彦
神
社
・
氣
比
神
宮
・

南
宮
大
社
・
多
賀
大
社
を
参
拝
し
て

い
る
。
ま
る
で
一
の
宮
巡
り
を
し
て

い
た
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
『
奥
の
細
道
』
に
言
及
さ

れ
て
い
る
の
は
鹽
竈
神
社
と
氣
比
神

宮
の
み
で
、
俳
句
ま
で
記
さ
れ
て
い

る
の
は
氣
比
神
宮
だ
け
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
一
の
宮
を
強
く
意

識
し
て
い
る
の
は
『
鹿
島
詣
』（
鹿

島
紀
行
）
で
あ
る
。
書
名
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
の
旅
は
常
陸
国
一

の
宮
の
鹿
島
神
宮
の
参
拝
を
目
的
と

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
文
中
に

は
鹿
島
神
宮
の
こ
と
は
一
言
も
語
ら

れ
て
い
な
い
。
巻
末
の
句
集
の
と
こ

ろ
に
至
っ
て
「
神
前
」
と
題
さ
れ
た

句
が
三
句
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
よ
う

や
く
参
拝
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
三
句
と
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「　
　

神
前

　

此
松
の
実
ば
へ
せ
し
代
や
神
の
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桃
青

　

ぬ
ぐ
は
ゞ
や
石
の
お
ま
し
の
苔
の
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
波

　

膝
折
ル
や
か
し
こ
ま
り
鳴な

く

鹿
の
声

曽
良
」

　

こ
の
紀
行
文
は
研
究
者
に
も
あ
ま

り
評
判
が
よ
く
な
く
、
中
村
俊
定
氏

は『
芭
蕉
紀
行
文
集
』の
解
説
で「
文

体
も
擬
古
文
で
古
典
的
情
趣
を
帯
び

た
古
風
な
も
の
で
俳
諧
味
に
乏
し
い

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
い

る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
は
『
鹿

島
詣
』
を
紀
行
文
と
捉
え
、
散
文
部

分
を
本
文
と
考
え
る
か
ら
で
あ
っ

て
、『
鹿
島
詣
』
全
体
を
鹿
島
神
宮

の
「
神
前
」
に
捧
げ
る
句
集
だ
と
捉

え
、
散
文
は
長
い
奉
納
文
だ
と
考
え

る
と
、
堅
い
文
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
る
。

　

一
方
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道

中
膝
栗
毛
』
は
伊
勢
参
宮
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
滑
稽
本
で
あ
る
が
、
話
は

参
宮
で
は
終
わ
ら
な
い
。
弥
次
郎
兵

長門國一の宮　住吉神社

越前國一の宮　氣比神宮境内　松尾芭蕉銅像

常陸國一の宮　鹿島神宮
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参
考
文
献

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・

大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
』
一
、
岩

波
文
庫
、
平
成
六
年

伊
藤
博
校
注
『
万
葉
集
』
上
下
、
角

川
日
本
古
典
文
庫
、
昭
和
六
十
年

武
田
早
苗
校
注
『
賀
茂
保
憲
女
集
・

赤
染
衛
門
集
・
清
少
納
言
集
・
紫
式

部
集
・
藤
三
位
集
』「
和
歌
文
学
大
系
」

二
〇
、
明
治
書
院
、
平
成
十
二
年

川
村
晃
生
・
柏
木
由
夫
・
工
藤
重
矩

校
注
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』

「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
９
」
岩
波

書
店
、
平
成
元
年

玉
井
幸
助
校
訂
『
東
関
紀
行
・
海
道

記
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
十
年

中
村
俊
定
校
注
『
芭
蕉
紀
行
文
集
』

岩
波
文
庫
、
昭
和
四
六
年

麻
生
磯
次
校
注『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

下
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
八
年

中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
会
編
『
中
世

諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』
岩
田

書
院
、
平
成
十
二
年

落
合
偉
洲
・
加
藤
健
司
・
茂
木
栄
・

茂
木
貞
純
編
『
全
国
一
宮
祭
礼
記
』

お
う
ふ
う
、
平
成
十
四
年

大
津
透
『
天
皇
の
歴
史
１　

神
話
か

ら
歴
史
へ
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
平

成
二
九
年

岡
田
莊
司
「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と

諸
国
一
宮
」
一
宮
研
究
会
編
『
中
世

一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
、
岩
田

書
院
、
平
成
十
六
年

福
留
瑞
美
「
奉
納
百
首
の
展
開
」『
國

文
学
』
平
成
二
九
年
三
月

著
者
紹
介

☆
渋
谷
申
博
氏（
し
ぶ
や
の
ぶ
ひ
ろ
）

昭
和
三
五
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
早

稲
田
大
学
第
一
文
学
部
卒
。
神
道
・

仏
教
な
ど
日
本
の
宗
教
史
に
関
わ
る

執
筆
活
動
を
す
る
か
た
わ
ら
、
全
国

の
社
寺
・
聖
地
・
聖
地
鉄
道
な
ど
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
い

る
。
主
な
著
作
に
『
総
図
解
よ
く
わ

か
る
日
本
の
神
社
』（
中
経
出
版
）『
聖

地
鉄
道
』(

洋
泉
社)

、『
全
国　

天
皇

家
ゆ
か
り
の
神
社
・
お
寺
め
ぐ
り
』

（
Ｇ
．
Ｂ
．）、『
眠
れ
な
く
な
る
ほ
ど

面
白
い　

図
解　

神
社
の
話
』（
日

本
文
芸
社
）
ほ
か
が
あ
る
。

衛
・
喜
多
八
は
京
都
見
物
の
の
ち
大

阪
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
、
住
吉
大

社
を
参
拝
し
た
後
、
巻
を
閉
じ
る
。

そ
の
参
拝
場
面
は
こ
う
書
か
れ
て
い

る
。

「
当
社
の
御
鎮
坐
は
神
功
皇
后
紀と

し

十
一
年
、辛
卯
四
月
廿
三
日
と
か
や
。

四
社
は
底
筒
男
命
、
中
筒
男
命
、
表

筒
男
命
、
神
功
皇
后
こ
れ
な
り
。
摂

社
、末
社
、す
べ
て
三
十
余
前
、巍
々

と
し
て
つ
ら
な
れ
り
。
ま
づ
御
本
社

に
ぬ
か
づ
き
た
て
ま
つ
り
て

　

海
上
を
ま
も
り
た
ま
へ
る
神
が
き

や　

い
と
お
だ
や
か
に
見
ゆ
る
並
松

　

和や
わ

ら
か
に
歌
と
出
か
け
て
楽
天
の　

顔
を
よ
ご
せ
し
す
み
よ
し
の
神
」

　

後
の
狂
歌
は
、
白
楽
天
が
日
本
人

の
知
恵
を
試
そ
う
と
や
っ
て
来
た
時

に
、
住
吉
神
が
漁
夫
の
姿
で
現
わ
れ

て
和
歌
で
白
楽
天
を
や
り
込
め
た
と

い
う
伝
説
を
踏
ま
え
て
い
る
。
和
歌

陀
羅
尼
観
で
は
中
国
の
漢
詩
は
、
イ

ン
ド
の
真
言
・
陀
羅
尼
、
日
本
の
和

歌
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
し

か
し
、
一
九
は
こ
の
伝
説
を
用
い
て

和
歌
が
漢
詩
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
日
本
の
神
が
イ
ン

ド
の
仏
や
中
国
の
神
よ
り
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
旅
を
無
事
終
え
る
こ
と

が
で
き
た
弥
次
郎
兵
衛
・
喜
多
八
の

感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
た
和
歌
奉
納

で
あ
り
、
物
語
を
完
結
で
き
た
こ
と

へ
の
一
九
な
り
の
報
恩
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

攝津國一の宮　住吉大社
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年
　
　
代

動
　
　
　
　
向

沿
革
②
概
要

全
国
一
の
宮
会
は
、
平
成
十
三
年
で
結
成
十
年
目
を
迎
え
た
。
会
員
神
社
は

凡
そ
九
十
社
と
な
り
、
概
ね
全
国
各
地
の
一
の
宮
が
加
入
さ
れ
た
。
節
目
の

年
と
し
て
、
更
な
る
会
の
発
展
を
願
う
声
、
会
運
営
の
見
直
し
等
を
踏
ま
え
、

以
降
会
則
内
容
の
協
議
・
全
国
一
の
宮
会
独
自
の
御
朱
印
帳
調
製
、
参
拝
促

進
の
書
籍
発
刊
そ
の
他
企
画
、
巡
拝
旅
行
勧
誘
促
進
等
を
事
業
計
画
と
し
て

取
り
組
み
を
進
め
る
事
と
な
る
。
会
の
当
面
の
目
標
と
し
て｢

会
の
組
織
固

め｣
と｢
一
の
宮
百
万
人
参
拝
運
動
の
促
進｣

の
二
点
を
採
択
し
た
。

平
成
十
三
年

十
月
十
八
日

役
員
会
開
催�

於　

都
ホ
テ
ル　

大
阪

十
七
名
出
席
。
今
後
の
総
会
並
び
研
修
会
の
開
催
は
、
毎
年
七
月
～
九
月
の

間
に
会
場
を
年
毎
に
移
し
行
う
。
開
催
地
は
、
全
国
七
地
区
を
東
日
本
（
北

海
道
東
北
・
関
東
・
北
陸
・
東
海
）
と
西
日
本
（
近
畿
・
中
四
国
・
九
州
沖
縄
）

に
分
け
東
西
交
互
に
当
番
神
社
を
選
し
、
各
地
の
様
子
を
出
来
る
だ
け
視
察

研
修
す
る
よ
う
に
心
掛
け
る
も
の
と
す
る
。
総
会
の
外
、
会
議
は
年
二
回
役

員
会
を
設
け
、
前
期
は
、
総
会
議
事
、
後
期
は
、
次
年
の
方
針
等
を
そ
れ
ぞ

れ
協
議
し
適
正
な
運
営
に
努
め
る
事
に
て
取
り
進
め
る
事
と
な
る
。

平
成
十
四
年

九
月
三
、四
日

平
成
十
四
年
度
総
会
・
前
期
役
員
会
開
催
（
当
番
神
社　

嚴
島
神
社
）

�

於　

広
島
市
内
広
島
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

総
会
は
、
四
十
一
名
出
席
。
会
長
大
神
神
社
木
山
照
道
名
誉
宮
司
退
任
の
意

向
に
伴
い
、
新
会
長
に
淺
間
神
社
古
屋
眞
孝
宮
司
が
就
任
。
宮
島
町
立
宮
島

歴
史
民
族
資
料
館　

前
副
館
長　

岡
崎
環
先
生
に｢

世
界
遺
産
へ
の
歩
み
ー

嚴
島
神
社
ー｣

と
題
し
て
ご
講
演
を
頂
く
。
翌
日
の
研
修
会
は
、
嚴
島
神
社

正
式
参
拝
、
宝
物
館
の
拝
観
を
行
う
。

平
成
十
五
年

二
月
十
四
日

平
成
十
四
年
度
後
期
役
員
会�

於　

名
古
屋
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル

十
五
名
出
席
。
会
則
第
一
条
の
事
務
局
の
所
在
地
に
つ
い
て
の
議
論
が
為
さ

れ
る
。
併
せ
て
全
国
一
の
宮
会
独
自
の
御
朱
印
帳
作
成
及
び
参
拝
促
進
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
発
行
等
に
つ
い
て
も
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。

年
　
　
代

動
　
　
　
　
向

平
成
十
五
年

九
月
五
、六
日

平
成
十
五
年
度
総
会
、
前
期
役
員
会
開
催
（
当
番
神
社　

淺
間
神
社
）

�

於　

山
梨
県
東
山
梨
郡
ホ
テ
ル
春
日
居

五
十
六
名
出
席
。
時
期
総
会
・
役
員
会
開
催
に
つ
い
て
議
論
。
会
則
第
一
条

に
付
き
協
議
が
為
さ
れ
、
事
務
局
の
所
在
に
付
き
、
会
長
奉
務
神
社
社
務
所

か
ら
会
員
の
中
よ
り
会
長
が
定
め
る
所
と
変
更
さ
れ
る
。

神
社
本
庁
総
長　

全
国
一
の
宮
会
顧
問　

工
藤
伊
豆
先
生
に｢

一
の
宮
の
誕

生
は
神
社
神
道
の
宝｣

と
題
し
て
ご
講
演
を
頂
く
。
翌
日
の
研
修
会
は
、
富

士
山
五
合
目
の
小
御
岳
神
社
に
正
式
参
拝
。
そ
の
後
、
山
梨
リ
ニ
ア
実
験
セ

ン
タ
ー
に
て
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の
試
乗
を
行
う
。

平
成
十
六
年

二
月
二
十
三
日
平
成
十
五
年
度
後
期
役
員
会
開
催
（
当
番
神
社　

筥
崎
宮
）

�

於　

筥
崎
宮
社
務
所

二
十
七
名
出
席
。
次
期
総
会
開
催
に
つ
い
て
、
全
国
一
の
宮
会
御
朱
印
・
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
一
の
宮
め
ぐ
り
頒
布
取
扱
い
に
つ
い
て
議
論
。

総
会
は
、
開
催
地
区
会
員
神
社
協
力
の
下
で
の
実
施
が
望
ま
し
く
、
役
員
会

に
併
せ
て
地
区
会
員
打
合
せ
会
を
行
う
事
と
な
る
。

九
月
五
、六
日

平
成
十
六
年
度
総
会
、
前
期
役
員
会
開
催
（
当
番
神
社　

鹿
兒
島
神
宮
）

�

於　

役
員
会　

鹿
兒
島
神
宮
養
正
館

�

於　

総
会　

鹿
児
島
県
始
良
郡　

霧
島
ホ
テ
ル

四
十
五
名
出
席
。
伊
佐
須
美
神
社
轡
田
勝
暎
宮
司
、
鹿
兒
島
神
宮
川
上
親
昌

宮
司
が
そ
れ
ぞ
れ
副
会
長
へ
就
任
。

秩
父
神
社
宮
司　

薗
田
稔
先
生
に｢

古
代
国
家
と
地
方
祭
祀｣

と
題
し
て
ご

講
演
頂
く
。
翌
日
の
研
修
会
で
は
、
枚
聞
神
社
正
式
参
拝
の
後
、
知
覧
特
攻

平
和
会
館
を
見
学
予
定
と
し
て
い
た
が
、
台
風
の
接
近
に
伴
い
中
止
判
断
を

行
い
解
散
と
な
る
。

全
国
一
の
宮
会
　
沿
革
②
（
平
成
十
三
年
～
）

〈
以
降
は
次
号
へ
続
く
〉
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全
国
一
の
宮
会
　
名
簿
②

☆
近
畿
地
区

国
名

神
社
名

ご
　
祭
　
神

鎮
　
坐
　
地

山
城
国
賀
茂
別
雷
神
社
賀
茂
別
雷
大
神

京
都
府
京
都
市
北
区
上
賀
茂
本
山
三
三
九

山
城
国
賀
茂
御
祖
神
社
玉
依
媛
命　

賀
茂
建
角
身
命

京
都
府
京
都
市
左
京
区
下
鴨
泉
川
町
五
九

丹
波
国
出
雲
大
神
宮

大
国
主
命　

三
穂
津
姫
命

京
都
府
亀
岡
市
千
歳
町
千
歳
出
雲
無
番
地

丹
後
国
籠
神
社

彦
火
明
命　

豊
受
大
神　

天
照
大
神　

海
神　

天
水
分
神

京
都
府
宮
津
市
字
大
垣
四
三
〇

近
江
国
建
部
大
社

日
本
武
尊　

天
明
玉
命　

大
己
貴
命

滋
賀
県
大
津
市
神
領
一
―
一
六
―
一

大
和
国
大
神
神
社

大
物
主
大
神　

大
己
貴
神　

少
彦
名
神

奈
良
県
桜
井
市
三
輪
一
四
二
二

河
内
国
枚
岡
神
社

天
児
屋
根
命　

比
賣
御
神　

齋
主
命　

武
甕
槌
命
大
阪
府
東
大
阪
市
出
雲
井
町
七
―
一
六

和
泉
国
大
鳥
神
社

日
本
武
尊　

大
鳥
連
祖
神

大
阪
府
堺
市
西
区
鳳
北
町
一
―
一
―
二

摂
津
国
住
真
大
社

底
筒
男
命　

中
筒
男
命　

表
筒
男
命　

神
功
皇
后
大
阪
府
大
阪
市
住
吉
区
住
吉
二
―
九
―
八
九

摂
津
国
坐
摩
神
社

生
井
神　

福
井
神　

綱
長
井
神

波
比
岐
神　

阿
須
波
神

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
四
丁
目
渡
辺
三
号

紀
伊
国
日
前
神
宮

國
懸
神
宮

日
前
大
神　

國
懸
大
神

和
歌
山
県
和
歌
山
市
秋
月
三
六
五

紀
伊
国
伊
太
祁
曽
神
社
五
十
猛
命

和
歌
山
県
和
歌
山
市
伊
太
祈
曽
五
五
八

紀
伊
国
丹
生
都
比
売
神
社
丹
生
都
比
売
大
神　

高
野
御
子
大
神

大
食
都
比
売
大
神　

市
杵
島
比
売
大
神

和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
上
天
野
二
三
〇

但
馬
国
出
石
神
社

天
日
槍
命　

出
石
八
前
大
神

兵
庫
県
豊
岡
市
出
石
町
宮
内
九
九

但
馬
国
粟
鹿
神
社

粟
鹿
大
神（
合
わ
せ
て
十
一
柱
の
神
々
が
本
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
）
兵
庫
県
朝
来
市
山
東
町
粟
鹿
二
一
五
二

播
磨
国
伊
和
神
社

大
己
貴
神

兵
庫
県
宍
粟
市
一
宮
町
須
行
名
四
〇
七

淡
路
国
伊
弉
諾
神
宮

伊
弉
諾
大
神　

伊
弉
冉
大
神

兵
庫
県
淡
路
市
多
賀
七
四
〇

【
人
　
事
】（
令
和
元
年
七
月
一
日
～
令
和
二
年
六
月
三
十
日
）

〈
就
任
〉

　

阿
蘇　

惟
邑
氏

肥
後
国
一
の
宮

阿
蘇
神
社

宮
司
就
任

令
和
元
年
七
月
十
五
日

　

上
月　

智
也
氏

美
濃
国
一
の
宮

南
宮
大
社

宮
司
就
任

令
和
元
年
十
一
月
一
日

　

角
田　

秀
昭
氏

蝦
夷
地
一
の
宮

北
海
道
神
宮

権
宮
司
就
任

令
和
二
年
三
月　

一
日

　

内
海　

明
紀
氏

山
城
国
一
の
宮

賀
茂
御
祖
神
社

権
宮
司
就
任

令
和
二
年
五
月　

二
日

〈
神
社
本
庁
定
例
表
彰
〉

○
表
彰
規
程
第
二
条
第
三
号
（
長
老
）

令
和
二
年
二
月　

三
日

　

吉
田　

源
彦
氏

蝦
夷
地
一
の
宮

北
海
道
神
宮

宮
司

○
表
彰
規
程
第
二
条
第
一
号

　

岡
嶋　

千
暁
氏

安
房
国
一
の
宮

安
房
神
社

宮
司

　

中
麿　

輝
美
氏

下
野
国
一
の
宮

日
光
二
荒
山
神
社

宮
司

　

東　
　

正
弘
氏

肥
前
国
一
の
宮

千
栗
八
幡
宮

宮
司

○
表
彰
規
程
第
三
条
第
二
号

　

大
澤　
　

孝
氏

知
知
夫
国
一
の
宮

秩
父
神
社

権
禰
宜

　

上
野　

武
男
氏

下
野
国
一
の
宮

宇
都
宮
二
荒
山
神
社

禰
宜

　

伊
原　

芳
信
氏

越
前
国
一
の
宮

氣
比
神
宮

権
禰
宜

　

藤
井　

秀
嗣
氏

越
中
国
一
の
宮

髙
瀨
神
社

宮
司

　

長
尾　

家
典
氏

但
馬
国
一
の
宮

出
石
神
社

宮
司

　

岡
本　

正
弘
氏

美
作
国
一
の
宮

中
山
神
社

宮
司

　

峯　
　

吉
生
氏

筑
前
国
一
の
宮

住
吉
神
社

禰
宜

〈
神
職
階
位
浄
階
検
定
合
格
〉

令
和
二
年
三
月　

一
日

　

古
屋　

真
弘
氏

甲
斐
国
一
の
宮

淺
間
神
社

宮
司

　

甲
田　

吉
孝
氏

駿
河
国
一
の
宮

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
宮
司

　

丹
生　

晃
一
氏

紀
伊
国
一
の
宮

丹
生
都
比
売
神
社

宮
司

　

米
原　

尊
仁
氏

伯
耆
国
一
の
宮

倭
文
神
社

宮
司

〈
御
代
替
記
念
特
別
昇
階
浄
階
授
与
〉

令
和
二
年
五
月　

一
日

　

宮　
　

陽　

氏

山
城
国
一
の
宮

賀
茂
御
祖
神
社

権
宮
司

　

東　

俊
二
郎
氏

常
陸
国
一
の
宮

鹿
島
神
宮

権
宮
司

　
千
家　

和
比
古
氏

出
雲
国
一
の
宮

出
雲
大
社

権
宮
司

【
帰
　
幽
】（
令
和
元
年
七
月
一
日
～
令
和
二
年
六
月
三
十
日
）

　

宇
都
宮
精
秀
氏

美
濃
国
一
の
宮

南
宮
大
社

宮
司

令
和
元
年
十
月　

六
日

　

三
井　

秀
夫
氏

能
登
国
一
の
宮

氣
多
大
社

元
宮
司

令
和
二
年
四
月　

二
日

他
地
区
は
次
号
へ
続
く

☆
東
海
地
区

国
名

神
社
名

ご
　
祭
　
神

鎮
　
坐
　
地

伊
賀
国
敢
國
神
社

大
彦
命　

少
彦
名
命　

金
山
比
咩
命

三
重
県
伊
賀
市
一
之
宮
八
七
七

伊
勢
国
椿
大
神
社

猿
田
彦
大
神

三
重
県
鈴
鹿
市
山
本
町
御
旅
一
八
七
一

伊
勢
国
都
波
岐
奈
加
等
神
社

猿
田
彦
大
神　

天
椹
野
命　

中
筒
之
男
命

三
重
県
鈴
鹿
市
一
ノ
宮
町
一
一
八
一

志
摩
国
伊
射
波
神
社

稚
日
女
尊　

伊
佐
波
登
美
尊

玉
柱
屋
姫
命　

狭
依
姫
命

三
重
県
鳥
羽
市
安
楽
島
町
字
加
布
良
古
一
〇
二
〇

尾
張
国
真
清
田
神
社

天
火
明
命

愛
知
県
一
宮
市
真
清
田
一ｰ

二ｰ

一

尾
張
国
大
神
神
社

大
物
主
神

愛
知
県
一
宮
市
花
池
二ｰ

一
五ｰ

二

三
河
国
砥
鹿
神
社

大
己
貴
命

愛
知
県
豊
川
市
一
宮
町
西
垣
内
二
（
里
宮
）

美
濃
国
南
宮
大
社

金
山
彦
命　

彦
火
火
出
見
命　

見
野
命

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
七
三
四ｰ

一

飛
騨
国
飛
騨
一
宮
水
無
神
社

水
無
大
神

岐
阜
県
高
山
市
一
之
宮
町
五
三
二
三

伊
豆
国
三
嶋
大
社

大
山
祇
命　

積
羽
八
重
事
代
主
神

静
岡
県
三
島
市
大
宮
町
二
丁
目
一
番
五
号

駿
河
国
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社

浅
間
大
神　

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
命

静
岡
県
富
士
宮
市
宮
町
一ｰ

一

遠
江
国
小
國
神
社

大
己
貴
命

静
岡
県
周
智
郡
森
町
一
宮
三
九
五
六
番
地
の
一

遠
江
国
事
任
八
幡
宮

己
等
乃
麻
知
媛
命　

誉
田
別
命

息
長
帯
比
売
命　

玉
依
比
売
命

静
岡
県
掛
川
市
八
坂
六
四
二

信
濃
国
諏
訪
大
社

建
御
名
方
神
　
八
坂
刀
売
神

長
野
県
諏
訪
市
中
洲
字
宮
山
一
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全
国
一
の
宮
会
で
は
予
て
よ
り
全
国
一
の

宮
の
御
社
頭
で
頒
布
す
る
「
全
国
一
の
宮
」

専
用
の
朱
印
帳
を
調
製
発
行
し
て
お
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
全
国
一
の
宮
会
発
行
の
朱
印
帳
を

持
参
し
全
国
一
〇
一
社
の
巡
拝
を
終
え
た
方

で
そ
の
朱
印
帳
を
子
孫
へ
の
無
言
の
訓
え

と
し
て
家
宝
と
し
て
永
久
に
保
存
し
て
頂

け
た
ら
と
思
い
平
成
二
十
八
年
九
月
か
ら
朱

印
帳
を
納
め
る
「
文
庫
」
を
記
念
品
と
し
て

本
会
か
ら
贈
呈
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

対
象
の
御
朱
印
帳
は
「
全
国
一
の
宮
御
朱

印
帳
」
大
小
二
種
、
当
会
（
小
）
及
び
一
の

宮
巡
拝
会
（
大
）
発
行
の
物
の
み
と
な
り
ま

す
。

　

会
員
神
社
の
達
成
報
告
受
付
者
は
全
国

一
〇
一
社
の
御
朱
印
の
押
印
を
確
認
の
上
条

件
を
充
し
て
い
れ
ば
記
念
品
申
込
日
、
希
望

者
（
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
）、
大
小
の
別
、

取
扱
い
神
社
名
、
担
当
者
名
を
全
国
一
の
宮

会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

︻
全
国
一
の
宮
め
ぐ
り
︼
①

　

平
成
20
年
に
全
国
一
の
宮
会
が
出
版
し
た

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
第
一
段
で
、
既
に
累
計

3
万
冊
（
現
在
10
刷
）
を
頒
布
の
一
の
宮
を

知
る
必
須
ア
イ
テ
ム
で
す
。

　

ポ
ケ
ッ
ト
に
収
納
し
や
す
い
Ｂ
６
手
の
ひ

ら
サ
イ
ズ
で
、巡
拝
の
お
伴
に
最
適
の
一
冊
。

　

会
員
各
神
社
に
由
緒
・
祭
典
日
・
文
化
財
・

ア
ク
セ
ス
等
を
監
修
い
た
だ
き
、
全
国
一
の

宮
の
総
力
を
結
集
し
て
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
巡
拝
を
始
め
る
方
に
自
信
を
持
っ

て
お
薦
め
で
き
る
一
冊
。

（
卸
価
格　

〇
〇
〇
円
）

︻
旅
す
る
一
の
宮
︼
②

　
「
一
の
宮
巡
拝
を
も
っ
と
気
軽
に
、
楽
し

く
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
編
輯
さ
れ
た
全
国
一

の
宮
会
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
第
2
段
。

　

各
地
域
の
巡
拝
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
提
案

し
、
よ
り
一
層
充
実
し
た
「
旅
」
の
中
に
各

一
の
宮
の
由
緒
は
勿
論
の
こ
と
地
域
周
辺
の

人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
・
名
所
・
旧
蹟
・
美
味

い
も
の
網
羅
。巡
拝
に
役
立
つ
コ
ラ
ム
に
は
、

服
装
や
拝
礼
作
法
な
ど
小
さ
な
一
冊
に
は
盛

り
沢
山
の
情
報
量
で
、
第
1
弾
公
式
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
同
様
Ｂ
６
サ
イ
ズ
で
持
ち
運
び
に
便

利
で
す
。

　
「
一
の
宮
を
中
心
に
、
各
地
区
地
域
を
盛

り
上
げ
た
い
」
と
い
う
、
会
設
立
の
目
的
と

思
い
を
詰
め
込
ん
だ
一
冊
。

（
卸
価
格　

〇
〇
〇
円
）

︻
全
国
一
の
宮
御
朱
印
帳
︼
③

　

全
国
に
鎮
座
す
る
一
の
宮
の
御
朱
印
を
一

冊
に
授
か
れ
る
一
般
的
な
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ

ズ
の
御
朱
印
帳
で
す
。

　

中
に
は
、
一
の
宮
の
所
在
地
表
も
同
封
さ

れ
て
お
り
鎮
座
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

（
卸
価
格　

〇
〇
〇
円
）

︻
全
国
一
の
宮
御
朱
印
帳
特
製
巾
着
袋
︼
④

　

御
朱
印
帳
が
す
っ
ぽ
り
入
る
巾
着
袋
で
、

青
と
ピ
ン
ク
の
二
色
か
ら
選
べ
ま
す
。

　

西
陣
織
の
綺
麗
な
作
り
を
し
て
お
り
、
用

途
は
御
朱
印
帳
入
れ
に
拘
ら
ず
、
小
物
入
れ

な
ど
に
も
お
使
い
頂
け
ま
す
。

（
卸
価
格　

〇
〇
〇
〇
円
）

編
集
後
記

☆
全
国
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ

れ
た
方
、
ま
た
不
計
も
鬼
籍
に
入
ら
れ
ま
し

た
方
々
に
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
と
お
悔
や
み

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
々
尽
力
を
さ

れ
て
お
り
ま
す
医
療
従
事
者
、
保
健
所
行
政

関
係
者
各
位
に
対
し
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る

次
第
で
す
。

☆
今
年
は
一
同
に
会
し
て
総
会
が
開
催
で
き

ず
書
面
議
決
に
て
会
務
を
取
り
進
め
ま
し
た

が
、
会
員
各
社
に
は
ご
理
解
下
さ
れ
数
々

の
ご
助
言
賜
り
ま
し
た
こ
と
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

☆
ま
た
、
後
期
役
員
会
開
催
に
つ
い
て
は
高

良
大
社
竹
間
宮
司
様
始
め
職
員
皆
様
に
は
諸

準
備
を
お
願
い
し
ご
尽
力
頂
き
ま
し
た
こ
と

深
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

☆
ご
存
知
の
通
り
、
全
国
の
一
の
宮
は
日
本

の
危
機
存
亡
の
時
に
あ
た
り
、
都
度
篤
い
祷

り
が
捧
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

☆
文
永
弘
安
の
役
（
蒙
古
襲
来
）
の
折
、
幕

府
は
全
国
の
一
の
宮
を
手
厚
く
祀
り
外
患
退

散
を
祈
念
し
ま
し
た
。
御
成
敗
式
目
の
記
述

の
通
り
、
幕
府
は
国
是
の
第
一
に
神
社
祭
祀

を
置
き
、
特
に
一
の
宮
が
尊
崇
さ
れ
て
き
た

事
は
歴
史
に
明
ら
か
で
す
。

☆
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
拡
大
に
よ
り
神
社
行
事

に
も
影
響
が
出
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
心
沈

む
日
々
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

☆
一
日
も
早
い
終
息
を
祈
念
し
来
年
度
の
総

会
は
会
員
神
社
皆
様
が
一
同
に
会
せ
る
事
を

願
っ
て
已
み
ま
せ
ん
。

☆
茲
に
本
誌
に
玉
稿
お
寄
せ
下
さ
い
ま
し
た

渋
谷
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共

に
、
会
員
皆
様
方
に
は
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
ご

鞭
撻
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

☆
茲
に
『
日
本
国
一
の
宮
』
第
二
号
を
お
届

け
致
し
ま
す
。

（
事
務
局　

高
）

全
国
一
の
宮
巡
拝
達
成
記
念

御
朱
印
帳
文
庫
に
つ
い
て

頒
布
品
の
ご
案
内

全国一の宮めぐり旅する一の宮

③御朱印帳④特製巾着袋④特製巾着袋④特製巾着袋④特製巾着袋

①全国一の宮めぐり②旅する一の宮

一の宮巡拝達成記念品文庫


